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１．テーマの趣旨等

【研究目的】
家屋評価の更なる簡素化・合理化を進めるに当たっては、地方団体における評価
データの収集・分析が必要となるため、家屋評価システムの現状の機能等を把握し、
その活用に向けた方策について検討する。
また、家屋評価事務におけるデジタル技術の活用に向けて、建築分野におけるBIM
等の活用状況、それを固定資産評価へどのように活用できるか、といった将来像及び
課題の整理を行う。

【今年度、当委員会におけるデジタル技術の活用に関する主な検討課題】
１．家屋評価のあり方の検討に向けた、地方団体における評価データの収集方法
２．建築分野で活用されているデータ等の家屋評価事務における活用策

【調査・検討内容】
１．現状の家屋評価システムにおける機能の調査
２．家屋評価事務におけるデジタル技術活用に向けた地方団体の取組の調査
３．BIM等の固定資産評価への活用策と課題の整理
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【参考】一棟当たりの評価時間（不明確計算）

出典：平成17年度 家屋に関する調査研究報告書p17
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【参考】評価手順（明確計算）

一般的に以下の手順により評価していると推察される。

【見積書からの拾い出し】
①見積書から評点付設すべき資材を抽出し、評価基準の該当評点項目を判断

②見積書を参照し、評価システムの入力シートへ数量を拾い出し（金額は標準評点数
によるため、数量のみ）。
③拾い出した数量を基に、計算書を作成。

【図面からの拾い出し（建築設備）】

①数量等の拾い出し ・・・ 竣工図面等の資料及び現地調査から施工の範囲、機器の
数量等を確認。
②補正率の算出 ・・・ 仕様・大きさ等を各種資料から確認し、評価システムに入力。

評価システムへ転記

イメージ
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Q３．評価システムの導入の有無を教えてください。

【市町村（固定資産税）】

【都道府県（不動産取得税）】

市町村区分 導入している 導入していない 合計

特別区・政令市 20 1 21

中核市 62 62

その他の市 690 20 710

町村 655 271 926

合計 1,427 292 1,719

２．主な家屋評価システムの概要等（過去の調査結果より）

都道府県 導入している 導入していない 合計

都道府県 21 25 46

【調査概要】
・家屋評価に係る実態調査（照会）・・・アンケート形式による調査
・調査期間：2023年6月16日～2023年7月7日
・調査対象団体：全都道府県（不動産取得税担当部局）、全市町村（固定資産税担当部局）

 東京都特別区は、固定資産税と不動産取得税を兼ねているため、重複をさけるため以下の集計に
 おいて「市町村（固定資産税）」に含めて「都道府県（不動産取得税）」の集計からは除外した。

・回収率：100％
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① HOUSAS

○NTT-ATエムタック・・・東京都新宿区、1987年8月（昭和62年）創立
○特徴（HPより）・・・

２．主な家屋評価システムの概要等
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② HYOCA-Z

○SBS情報システム・・・静岡市駿河区、1999年7月（平成11年）設立
○特徴（HPより）・・・

【直感的操作】マウスを利用した簡単操作により、直感的に入
力できます。

２．主な家屋評価システムの概要等
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２．主な家屋評価システムの概要等

出典：固定資産評価研究大会 第２５回（令和４年度）分科会「ＡＩを活用した家屋評価手法の研究」（株式会社ハシマAIT）発表資料（一部修正）
https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/kenkyu_giji/25th/25_ai_kaokuhyouka.pdf
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２．主な家屋評価システムの概要等

出典：固定資産評価研究大会 第２５回（令和４年度）分科会「ＡＩを活用した家屋評価手法の研究」（株式会社ハシマAIT）発表資料
https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/kenkyu_giji/25th/25_ai_kaokuhyouka.pdf
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２．主な家屋評価システムの概要等

出典：固定資産評価研究大会 第２６回（令和５年度）分科会「山口県における非木造家屋評価の事務改善」（株式会社ハシマAIT）発表資料
https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/kenkyu_giji/26th/26_1yamaguchi_hashima_s.pdf
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評価額 ＝ 評 点 数 評点一点当たりの価額×

損耗の状況による
減  点  補  正  率× １円 × ×
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標  準
評点数 × ×
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増
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計算単位
の数値

前評価基準による

再建築費評点数 ×
再建築費
評点補正率

在

来

分

○木造家屋
特別区等 8市 1.00
青森市等37市 0.95
盛岡市等 2市 0.90

○非木造家屋  
1.00（全国一律）

○木造家屋
  1.05（全国一律）

○非木造家屋
  1.10（全国一律）

○10㎡以下で簡易
1.00（全国一律）

物価水準による
補 正 率

設計管理費等による
補 正 率

需給事情による
減 点 補 正 率

補正
係数

・経年減点補正率
 （原則）
・損耗減点補正率
 （特別な場合のみ）

○経年減点補正率基準表
･ 木造家屋 (別表第 9)   9種類

  ･ 非木造家屋(別表第13)  10種類
  
･ 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分

 （別表第9の2）
○部分別損耗減点補正率基準表(別表第10)

○再建築費評点基準表
 ･ 木造家屋  (別表第 8)    7種類
 ･ 非木造家屋(別表第12)   9種類
 ･ 単位当たり標準評点数 (別表第12の2)

必要がある
場合のみ

○木造家屋 1.11

○非木造家屋 1.07

＝

＝

＝

11

家屋評価システムの主な機能は、この部分のみ

２．主な家屋評価システムの概要等

R7第１回家屋研（2025_06_17）
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Q１２．家屋評価システムを標準化するとした場合に実装して欲しい機能があれば教えて下さい（自由記入）

➢ 要望の機能として、大きくは「現在のシステムに備わっている機能」と
「現在よりさらに利便性が向上する機能」に分けられる。

➢ 「現在のシステムに備わっている機能」としては、独自評点、評点数の
転用、基幹システムとの連携などが該当する。

➢ 「現在よりさらに利便性が向上する機能」としては、見積書等から自動
で計算する機能、他市町村評価物件の検索機能、他団体との情報交
換機能などが該当する。

➢ 標準仕様の実現に向けては、各社の競争性確保の観点から、現在オ
プションで備わっている機能をどこまで標準仕様に入れるか検討が必
要となる。

３．R5年度当委員会における自治体アンケート調査結果等
（過去の調査結果より）

市町村

独自評
点・独自
補正の
作成

評点数
の転用

補正率
の自動
計算機
能

過年度
の評価
計算機
能

平面図・
仕上表・
見積書
等から
自動で
計算及
び作図
できる機
能

登記情
報・GIS
等との
連動

基幹シ
ステムと
の連携

過去の
評価物
件や他
市町村
評価物
件の検
索機能

他団体
との情
報交換
機能

タブレッ
ト化に対
応した機
能

Excel
データ等
の一括
インポー
ト及びエ
クスポー

ト

評価基
準改正
点の自
動更新
機能

比準評
価の機
能

不動産
取得税
との連
携

文書作
成機能

エラー
チェック
機能

スケ
ジュール
管理機
能 なし その他

特別区・政令市 1 0 1 2 6 1 2 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 1 4

中核市 5 0 1 6 12 3 8 1 0 1 2 0 7 1 1 4 2 1 8

その他の市 35 10 11 19 75 29 40 14 8 24 14 11 4 5 16 11 8 41 36

町村 23 3 4 16 38 14 21 12 2 5 6 2 2 5 13 8 1 71 38

合計 64 13 17 43 131 47 71 27 10 31 24 13 17 11 31 23 11 114 86

都道府県 7 1 0 0 9 0 2 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8
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－評価システムに関する課題－

④システムの機能に関する課題
➢ 現在、既に自治体が使用している評価システムから、利便性が劣ることにならないような配慮が必要である。そ

のためには、既存の主な評価システムの機能をある程度網羅する必要があり、総務省においてそれらを把握し
ておく必要があるのではないか。

➢ 自治体からの要望として、見積書等からの自動計算機能等が挙げられていることから、これらの要望をどこまで
くみ取れるかベンダーと検討する必要があるのではないか。

➢ 将来的なデジタル化を見据えて、現在の評価システムには備わっていない高度な機能（例えばBIMのデータの
活用等）や、新たな機能も視野に入れたシステムの検討が必要ではないか。

⑤費用に関する課題
➢ 評価棟数が少ない自治体について、費用対効果が薄いことから、これらの自治体についてどのように対応する

か検討が必要ではないか。
➢ ベンダーに対して、追加機能を要求するのであれば開発費用をどのようにするか検討が必要ではないか。

３．R5年度当委員会における自治体アンケート調査結果等
（過去の調査結果より）

令和５年度の当委員会において、アンケート結果及び業者へのヒアリング結果を踏まえて、仮に評価システムの
標準化を目指す場合に課題となる点を、次のとおりまとめられている。
なお、評価システムの検討の前段階の課題として、①所要の補正の検討、②明確計算に対する課題、③比準評
価の検討、も整理された。
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４．BIMの現状等

出典：建築BIMの意義と取組状況について 令和５年１２月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716005.pdf
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４．BIMの現状等

出典：建築BIMの意義と取組状況について 令和５年１２月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716005.pdf
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４．BIMの現状等

出典：建築BIMの意義と取組状況について 令和５年１２月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716005.pdf
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４．BIMの現状等

出典：日経クロステック2025年５月19日（https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03179/043000003/）

ロードマップの最新状況

国土交通省は確認申請のオンライン化を推し進
め、指定確認検査機関などがBIMデータに対応で
きるようにする。2025年4月から「電子申請受付シス
テム」の運用を始め、BIMで作成した図面データに
よる建築確認、いわゆる「BIM図面審査」を26年春
にも開始。さらに29年には、BIMデータで審査する
「BIMデータ審査」を始める方針だ。

第18回建築BIM環境整備部会（令和６年７月18日開催）資料１

第18回建築BIM環境整備部会（令和６年７月18日開催）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000183.
html

議事録
国土交通省建築指導課長
「特にＢＩＭによる建築確認については、2025年の後半すなわち再来年の
春、２０２６年3月ぐらいには第1ステップとしてＢＩＭの図面審査がスタートで
きるよう準備を進めていただいています。 
また、ＢＩＭを普及させる上で、建築確認でＢＩＭそのものを活用できる環
境を整えていくことも重要でございまして、こちらについても、いわゆるBIM
データ審査についても、その3年後の2029年春のスタートを目指して検討を
進めていただきたいと思っております。」
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４．BIMの現状等

出典：建築BIMの意義と取組状況について 令和５年１２月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716005.pdf
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４．BIMの現状等

出典：建築BIMの意義と取組状況について 令和５年１２月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716005.pdf
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４．BIMの現状等

出典：建築BIMの将来像と工程表 建築BIM推進会議 2019.9（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001351969.pdf
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４．BIMの現状等

https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/training/pdf/2/2.3.4.pdf
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４．BIMの現状等

建築BIMを固定資産評価へ活用する場合に、現状考えられる課題

①属性情報の評点項目への紐付け
建築BIMに付加されている属性情報が現状では標準化されていないため、見積書か
ら数量を拾う明確計算と同様、固定資産評価基準（再建築費評点基準表）における評
点項目と自動的に紐付けすることができない。
このため、現状においては、建築BIMの属性情報から目視で確認し、評点項目を判断
する必要がある。

②自治体の体制整備等
建築BIMを自治体における固定資産評価の担当部署が受け取ったとして、現状では
それを有効活用できる知識や技術を有した職員が不足していると推察される。
そこで、今後BIMが建築確認に活用されるのであれば、建築確認担当部署とのデータ
の共有や、建築BIMを活用できる人材の交流等により、固定資産評価へ有効活用でき
るように自治体内部の体制等を整えることが必要と考えられる。
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【今年度スケジュール案】

○第１回（６月１７日） ・・・ テーマ説明等

○第２回（８月頃） ・・・ 家屋評価システムの仕組み等

○第３回（１１月頃）  ・・・ CAD・BIMの現状等

○第４回（１月頃） ・・・ 第２回、第３回を踏まえた、現状の固定資産評価
への活用策とその課題の整理

○第５回（３月頃） ・・・ 報告書案

R7第１回家屋研（2025_06_17）
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